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会社による組合掲示物の不当撤去に抗議する！
１月１５日の夕刻、関西支社内のＪＲ東海労組合員が所属する職場では、新幹線関西地方本

部発行の「東海労関西第５８４号」の情報が、会社から「一方的な撤去通告」の後に、一斉に

組合掲示板から「不当撤去」されたのです。

伝え聞くところによると、大阪交番検査車両所では勤務終了後に帰宅しようとした分会役員

に対して管理者は「一方的な撤去通告」を行うため、引き留めようとして分会役員の腕を引っ

張った事により、腕に『痣』ができたという噂を聞きました。

名古屋車両所分会にあっては、１７時２６分頃に地本執行委員の「分会の掲示責任者に言っ

てくれ」、「内容のどの部分が協約違反なのか」の抗議や質問を無視し、管理者２名が「協約違

反です」を繰り返すのみでした。

また、１月１６日１５時２６分頃に、管理者から「不当撤去」された情報である掲示物の返

還を求めて事務所に行った分会役員が「この情報の何処が悪いのか、何処に問題があるのか」

「協約違反と言うのであれば、協約の何条に違

反しているのか」の質問や情報の内容に管理者

は一切触れることはなく「協約違反」を何度も

繰り返すのみで、納得のいく回答ではなかった

のです。

会社は、ＪＲ東海労組合員を狙い撃ちにした

恣意的なボーナスカットであるが故に、情報に

して全社員に明らかにされては困る内容である

ために会社による情報の「一方的な撤去通告」

を行い「不当撤去」を繰り返してきているので

す。

私たちは、会社による恣意的な
ボーナスカット攻撃・組合差別を

絶対に許さない！！

更に改正高齢法施行を悪用した

「専任Ｖ」などの差別による職場

支配を許さない！！


